
強度行動障害
区分の高い方の支援



重度障害者支援加算

•360単位/日

•３６０単位　×　３０日　　=　　１０．８００単位



要　件
• 下記いずれの要件も満たす

•ア：生活支援員の員数に加えて、指定重度障害者等包括支援の対象となる利

用者のために必要と認められる数の生活支援員を加配していること。

• この場合、常勤換算方法で指定障害福祉サービス基準を超える生活支援員

が配置されていれば足りるものである。

• イ：事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以

上が『強度行動障害支援者養成研修（実践研修）』、『行動援護従業者養成研

修修了者』又は『喀痰吸引等研修（第二号）修了者』であること。喀痰吸引等研

修（第一号）修了者でも第二号とみなされる。

•当該利用者に係る支援計画シート等の作成を要す



要　件
•ウ：配置されている生活支援員のうち20％以上が強度行動障害養

成研修（基礎研修）修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障

害支援過程修了者、行動援護従業者養成研修修了者又は喀痰吸

引（第三号）修了者であること。第一号、二号修了者でも該当とする

•エ：上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の

数は常勤換算方法ではなく当該事業所においてサービス管理責任

者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、例え

ば世話人と生活支援員を兼務している者についても生活支援員の

数に含めること。



重度障害者等包括支援の対象者

•区分6に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障があるもので

あって次の（一）又は（二）に該当すること。判断基準は以下の通り

•（一）四肢全てに麻痺等があり、かつ、寝たきり状態にある者のう

ち、次のア又はイの「いずれかに該当すること

•ア　人口呼吸器による呼吸器管理を行っている者（Ⅰ類型）

•イ　最重度の知的障害のある者（Ⅱ類型）

•（二）行動関連項目の合計点数が10点以上である者（Ⅲ類型）



Ⅰ類型

•①区分6の『重度訪問介護対象者』

•②医師意見書『身体の状態に関する意見』の『（3）麻痺』における『左上肢、右　　

上肢、左下肢、右下肢』においていずれも『ある』に認定（軽・中・重のいずれか

にチェックされている。尚（2）四肢欠損（4）筋力の低下（5）関節の拘縮は『麻痺』

に準ずる

•③認定調査項目「1群　起居動作　寝返り」において『全面的な支援が必要』

•④認定調査項目『10群　特別な医療　レスピレーター』において『ある』と認定

•⑤認定調査項目『6群　認知機能　コミュニケーション』において『日常生活に支

障がない』以外に認定



Ⅱ類型
•①概況調査において知的障害の程度が『最重度』と確認

•②区分6の『重度訪問介護』対象者

•③医師意見書『身体の状態に関する意見』の『（3）麻痺』における

『左上肢、右上肢、左下肢、右下肢』においていずれも『ある』に認

定（軽・中・重のいずれかにチェックされている。尚（2）四肢欠損（4）
筋力の低下（5）関節の拘縮は『麻痺』に準ずる

•④認定調査項目「1群　起居動作　寝返り」において『全面的な支援

が必要』

•⑤認定調査項目『6群　認知機能　コミュニケーション』において『日

常生活に支障がない』以外に認定



Ⅲ類型

•①区分6の『行動援護』対象者

•②認定調査項目『6群　認知機能　コミュニケーション』にお

いて『日常生活に支障がない』以外に認定

•③『行動援護項目得点』が『10点以上』と認定















共同生活援助でとれる加算



福祉専門職員配置加算

•福祉専門職員配置加算（Ⅰ）

• 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士・介護 福祉士・精神保健福祉士・公認心理

士の資格保有者が３ ５％以上雇用されている事業所

• 10単位/日

•福祉専門職員配置加算（Ⅱ）

• 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士・介護 福祉士・精神保健福祉士・公認心理

士の資格保有者が２ ５％以上雇用されている事業所

• 7単位/日



福祉専門職員配置加算

•福祉専門職員配置加算（Ⅲ）

• 世話人又は生活支援員のうち、常勤職員が７５％以上又 は勤続３年以上の常勤職員が３０％

以上の事業所

• 4単位/日



看護職員配置加算

•看護職員配置加算

• 共同生活援助事業所の職務に従事する看護職員を常勤 換算で１名以上、利用者の数を２０

で除して得た数以上 配置している場合（※基準上必要とされる人員配置にプ ラス）

• 70単位/日



夜間支援体制加算

•夜間支援体制加算（Ⅰ）

• 夜間及び深夜の時間帯に介護等を行うための勤務体制 等を確保する場合（午後10時から午

前５時までは最低限 勤務）

• 54～672単位/日

•夜間支援体制加算（Ⅱ）

• 夜間及び深夜の時間帯において、定期的な居室の巡回 や緊急時の支援等を提供できる体制

を確保する場合 ※夜間支援体制加算（Ⅰ）で算定される場合は対象外

• 18～112単位/日



夜間支援体制加算

•夜間支援体制加算（Ⅲ）

• 夜間及び深夜の時間帯の防災体制を確保している場合 （警備会社等との委託契約を締結している

等）又は夜間 及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対 応するための連絡体制・支

援体制が適切に確保されてい ると認められる場合

• 10単位/日



日中支援加算

•日中支援加算（Ⅰ）

• 高齢又は重度の障害者であって、日中を共同生活住居 の外で過ごすことが困難である利用

者に対し、個別支援 計画に基づき昼間の時間帯に支援をおこなったとき

• ＜利用者１人＞ 539単位/日 ＜利用者２人以上＞ 270単位/日 

•日中支援加算（Ⅱ）

• 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者又は 就労している利用者が、心身の状況

等により当該サービ ス等を利用できない期間が月に３日以上ある場合であっ て、昼間に必要

な支援を行ったとき（３日目から算定）

• ＜利用者１人＞ 支援区分４以上：539単位/日 支援区分３以下：270単位/日 ＜利用者２人以

上＞ 支援区分４以上：270単位/日 支援区分３以下：135単位/日



その他
•自立生活支援加算

• 居宅で単身での生活が可能であると見込まれる利用者 及び家族に、退去後の生活について

の相談援助を行い、 かつ退去後の居宅を訪問し障害福祉サービスについて の相談援助、連

絡調整をおこなった場合

• 500単位 ※入居中２回、退去後１回を限度

•入院時支援特別加算

• 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間 中の被服等の準備や利用者の相談

支援など、日常生活 上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可 能となるよう、病

院又は診療所との連絡調整を行った場 合（月１回を限度） 

• ・入院3～6日 561単位/月 ・7日以上 1122単位/月



その他
•長期入院時支援特別加算

• 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間 中の被服等の準備や利用者の相談

支援など、日常生活 上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可 能となるよう、病

院又は診療所との連絡調整を行った場 合（入院期間３日以上。３月に限る）（※入院時支援特

別 加算を算定する月は算定できない） 

• 122単位/日（介護包括型） 76単位/日（外部利用型） 150単位/日（日中支援型）

•帰宅支援加算

• 事業所が利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交 通手段の確保等の支援を行った場

合（月１回を限度）

• ・帰宅3～6日 187単位/月 ・7日以上 374単位/月



その他
•長期帰宅支援加算

• 事業所が利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交 通手段の確保等の支援を行った場

合（帰宅期間３日以 上。３月に限る）

• 40単位/日（介護包括型） 25単位/日（外部利用型） 50単位/日（日中支援型）

•地域生活移行個別支援 特別加算

• 医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者 等に対して、地域で生活するために

必要な相談支援や個 別支援等を行った場合

• 670単位/日



その他
•精神障害者地域移行特別加算

• 精神科病院等に１年以上入院していた精神障害者に対 して、地域で生活するために必要な支

援を社会福祉士等 が行った場合（※地域生活移行個別支援特別加算を算 定している場合は

算定できない）

• 300単位/日（１年以内）

•強度行動障害者 地域移行特別加算

• 障害児者支援施設に１年以上入所していた強度行動障 害者に対して、地域で生活するため

に必要な支援を強度 行動障害支援者養成研修終了者等が行った場合（※重 度障害者支援

加算を算定している場合は算定できない）

• 300単位/日（１年以内）



その他
•通勤者生活支援加算

• 利用者の100分の50以上の者が通常の事業所に雇用さ れている事業所において、主として

日中において、就労 を定着させるために必要な日常生活上の支援を行ってい る場合

• 18単位/日

•夜勤職員加配加算

• 日中サービス支援型の夜間支援について、基本報酬で 評価される夜勤職員以上に職員を加

配する場合

• 149単位/日



医療連携体制加算

•医療連携体制加算（Ⅰ）

• 医療機関等との連携により、看護職員を共同生活援助 事業所に訪問させ、利用者に対して看

護を行った場合に 加算。（※看護職員配置加算を算定している場合算定し ない） 

• 500単位/日

•医療連携体制加算（Ⅱ）

• 医療機関等との連携により、看護職員を共同生活介護 事業所に訪問させ、２人以上の利用者

に対して看護を 行った場合に加算。ただし、１回の訪問につき利用者８名 を限度とし、精神科

訪問看護・指導料等の算定対象とな る利用者については算定しない。（※看護職員配置加算 

を算定している場合算定しない）

• 250単位/日



医療連携体制加算

•医療連携体制加算（Ⅲ）

• 看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみ を行った場合（※看護職員配置加算

を算定している場合 算定しない）

• 看護職員１人 あたり 500単位/日

•医療連携体制加算（Ⅳ）

• 介護職員等がたんの吸引等を実施した場合（※看護職 員配置加算を算定している場合算定

しない）

• 100単位/日



医療連携体制加算

•医療連携体制加算（Ⅴ）

• グループホームに住み続けられるよう、日常的健康管理 や、医療ニーズに対応できる体制を

整備（正看護師を1名 以上配置または確保）している場合（※看護職員配置加 算を算定してい

る場合算定しない）

• 39単位/日


